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青年期・成人期における発達障害者の「居場所」支援に関する検討
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Adevelopmentallydisabledpersonislikelytoencounterdifficultieｓｗｈｅｎｒｅｌａｔｉｎｇｗｉｔｈｐｅｏｐｌｅｉｎｈｉｓｏｒher

surroundings､Forthisreason，thepersonisinclinedtohavelittleselfLesteemandisvulnerabletooutbreakofa

secondarydisabilityifadequatesupportisnotprovided・

Inthisresearch,theterm‘‘theplacetostay，，isdefinedasaplaceorgroupactivitywhereapersonwholost

incentivetoparticipateinsocietyfOronereasonoranotheristorenewincentivefbrsocialparticipationwiththe

supportoffriendsandsupporters・Aquestionnairesurveywasconductedonthesupportcentersforthe

developmentallydisabledacrossJapan・InterviewswerealsoconductedwithworkersattheSupportCenterfbrthe

DevelopmentallyDisabledA・ThecurrentstateofsupportandissuesinfindingwtheplacetostayI'fbrthese

disabledpersonswerestudiedwiththeinfbrmationcollecte｡､ＴｈeinfbrmationrevealedthefOllowingfindings・

Firstly,''theplacetostaywsupportbysupportcentersfOrdevelopmentallydisabledpersonscanbeclassifiedlaIgely

intothreetypes,And,inallofthesesupportactivities,theaimistofbsterwselfLunderstandingi'andwinterpersonal

skillswofthesupportcenteruser､Secondly,itisnownecessarytoconductstudiesinthefUnctionsandrequirements

fbrthesecenters、Inviewoftheever-growingimportanceoftheirroleincommunities，fUrtherimprovementof
theirfimctionsisneeded．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Developmentallydisabledpersons,adolescence＆adulthood,placetostay

１．はじめに

１）青年期・成人期における発達障害者の課題

発達障害者は人間関係に苦手を抱えることが多く，コ

ミュニケーションが活発になってくる青年期，それに続

く成人期には周囲との違いをさらに明確に自覚してく

る。そのため発達障害者は周囲との人間関係において困

難をいだいてしまいやすい傾向があり，自己肯定感が低

くなりがちである。適切な支援がなされなければ二次障

害を引き起こすことも少なくない。

このような状態では，社会で働いているという自己像

を想像することも難しく，通常の就労支援で，また社会

と関わろうという意欲を取り戻すのは困難であろう。人

とかかわってもいいかなといった気持ちを取り戻し，社

会へと参加しようとする意欲を高めるための受容的な，

安心できるコミュニテイー＝「居場所」が就労支援以前

に，必要になるのではないだろうか。

２）「居場所」の定義

＊秋田県立栗田養護学校

.､秋田県発達障害者支援センター

c・・ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター

田中治彦（2002）は「居場所の構想」で，「居場所とは

他者との関わりの中で自分の将来の方向』性を確認できる

場を意味する｡」と述べている')。また,石本雄真（2009）

は「居場所概念の普及およびその研究と課題」において，

｢居場所を他者とのつながりとしての関係‘性であると捉

えるのが中心であり，さらに，社会的位置づけをも含む」

と述べている2)。これらを参考に本研究では，「居場所」

を下記のように定義する。

「何らかの理由により社会へ参加する意欲をなくした

人が，仲間や支援者とともに，再び社会参加への意欲を

高めるための場所や集団活動｡」

２．研究の目的と方法

(1)目的

対人関係に困難を抱えがちな発達障害者に対し，人と

関わろうという意欲，社会へと参加しようとする意欲を

高めるための安心できる「居場所」が必要ではないかと

思われる。

－１９－

Akita University



秋田大学教育文化学部研究紀要教育科学部門第66集

そこで，本研究では発達障害者支援センター（以下セ

ンターとする）で行われている「居場所」支援の全国的

実態調査及び発達障害者支援センターＡでのインタ

ビュー調査を通して，「居場所」支援の取り組みの意義

と機能を考察する。

(2)研究方法

研究１：発達障害者支援センターにおける青年期・成人

期の「居場所」支援アンケート調査

・調査期間

2009年１０月下旬～１１月下旬

・調査対象

全国の発達障害者支援センター７３ケ所

・調査回収状況

本調査の調査依頼センターは７３センターであり，

調査回答数は４６センターで，有効回答数は４２，有

効回答率は57.5％であった。

研究２：センターＡにおける「居場所」支援

・調査対象者

発達障害者支援センターＡの職員２名

・調査期間と場所

2009年１１月３０日に発達障害者支援センターＡで

約１時間のインタビューを行った。

・調査方法

半構造化面接によるインタビュー調査

３．結果と考察

1）「居場所」支援の実施状況

発達障害者支援センターにおいて，「居場所」支援の

必要』性を感じているセンターは88.1％であった。「居場

所」支援への利用者のニーズは，「非常に多い」が

１１．１％，「多い」が45.2％で合わせて６割弱のセンター

が「居場所」支援へのニーズを感じている。

このように，「居場所」支援へのニーズは高い傾向を

読み取ることが出来る。インタビュー調査においても，

発達障害者を支援する側として成人期支援の必要性が語

られていた。では実際の「居場所」支援の現状はどうだ

ろうか。アンケート調査では，『｢居場所」支援を行って

いる』が42.9％，『｢居場所」支援を行っていない』は

57.1％であり，ニーズは感じていながらも実際に支援を

行えているセンターは半数に届かないという結果が示さ

れた。しかし，「居場所」支援を実施していない２４セン

ターの内，29.2％が「居場所」支援に向け準備をしてい

ると回答している。ニーズに応えようとしているセン

ターの努力がうかがえるのではないだろうか。

一方で，「居場所」支援に関する予算などの基本的な

条件の整備不足や，発達障害者支援において連携してい

くべき機関でも発達障害を知らない．十分に理解してい

ない現状がアンケート・インタビュー双方で語られてお

り，「居場所」支援の実施には高いハードルが存在する

ことが示唆された。

２）「居場所」支援を行うことで見られた変化

表ｌより「利用者の変化」を整理することで，以下の

ように,｢社会化に向けた流れ｣を読み取ることができた。

以下，アンケートから整理された言葉を［］で示し，

社会化の流れを文章化する。［外出のきっかけ］で生活

圏を一歩広げるところから「居場所」支援が始まる。そ

して［受容される体験］を通して，次第に他者と関わる

意欲を取り戻し，［支援者とのつながり］，［仲間とのつ

ながり］のなかで,生のコミュニケーションを通して［対

人スキルの向上］を促すことができる。また自身と似た

特徴を持つ他者と関わることで，［自己理解］も進みや

すくなるだろう。さらに定期的に「居場所」へと通うこ

とが［生活リズム］を整える一助となり，支援者や仲間

から受容される体験を通して社会参加の意欲が高まって

くれば，［進路］や就労に目が向くときがくる。実際に

就労へとつながれば,安定した社会生活を営むための[就

労継続］支援が必要になることもある。

インタビューを実施したセンターにおける「居場所」

支援においても，保護者から「他人と話している場面を

久しぶりに見た｡」という言葉があったり、居場所支援

を通して社会場面を広げることが出来たりといった社会

化を促す変化が散見されてきている。

また,アンケートの自由記述により得られた「居場所」

支援の実施内容と，表１で見られた利用者の変化をＫＪ

法で分類したところ，変化は以下の３形態に整理された

(表２)。それは①サロン的活動（安心できる場で受容さ

れる体験を通し，自己肯定感を育む)，②余暇的活動（レ

クリエーションなどの活動を通してより深化したコミュ

ニケーションを図る）③就労準備的活動（SSTや軽作

業など，就労を意識した活動）である。「居場所」支援

を実施しているセンターでの，それぞれの実施率は，サ

ロン的活動44.4％，余暇的活動38.9％，就労準備的活動

27.8％であった（複数回答)。

対人関係に消極的になっていたり引きこもっていたり

する人たちが一歩踏みだそうとする，サロン的な活動が

最も多く，次いで,余暇的,就労準備的な活動の順であっ

た。これらはそれぞれ違う活動内容だが利用者に共通の
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大カテゴリ

I，本人(28）

Ⅱ，発達障害者

支援センター(6)

Ⅲ，課題(5)
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表１「居場所」支援を行うことで見られた変化

中カテゴリ

1外出の

きっかけ(4)

2受容される

体験(4)

3支援者との

つながり(1)

4仲間との

つながり(5)

５対人スキル

の向上(3)

6生活リズム(3)

７自己理解(5)

8進路(2)

9就労継続(1)

１スタッフと

利用者との

つながり(2)

2利用者の

理解(3)

3連携(1)

１潜在的

ニーズ(4)

2専門的な

支援(1)

小カテゴリ

1)家から出る機会になった

2)利用者の“居場所,'ができ，生活の幅ができた

3)参加者の楽しみの－つとしてとして日ごろの生活の励みに

なっている

1）自分を認めてもらえる体験ができた

2)ありのままの自分を出すことができる

3)自分の意見を進んで言うことが出来るようになった

4)みんなで楽しむという感覚

1)支援者とのつながりが強くなった

1)他者との関わり意欲の向上に効果があった。

2)仲間ができた人がいる

3)他の同様の障害を持っている人を見ることができ

励みになった人がいる

1)集団スキルの上昇

2)他者とのコミュニケーションが取りやすくなり

関わりやすくなった。

3)コミュニケーションが仲間同士で少しずつとれてきた

1)生活のリズムが安定した

1）自身の特性に気づき，権利や困り感などに

気づくことにつながった

2)レジャー計画をして実施するなかで自己認知が育ちつつある

3)当センターを軸に本人の活動が積極的になった

4)特性を理解し，支援を得ることで自

信を持って活動できるようになった

5)悩みを共有しあうことで自己評価を高めた

1)就職，進学に前向きになってきた

1)社会でがんばっていくための活力

1）利用者とのつながりが強くなった

1)利用者（PDD）の理解が深まった

2)彼らの言葉から学べる機会になっている

3)当事者の内面がより鮮明に理解できるようになった

1)関係機関との連携が深まった

1）『居場所」支援をすることで新たなニーズが掘り起こされる

1)専門的な支援を必要とする当事者・家族が非常に多い

変化を促している部分がある。どの活動においても自己

理解の深化と対人スキルの向上が示唆されている。〈自

己理解〉やく対人スキルの向上〉の下位カテゴリを見て

みると，自分の特'性を理解し支援を得ることで自信を

持って活動できている様子や，悩みを共有し合うことで

自己評価を高め合っている様子，自身の特‘性を知ること

で自身が持つ権利への気づきへつながった事，他者との

コミュニケーションが促進されていることなどが挙げら

れている。「居場所」支援には多様な形態があるが，そ

の根底には他者との交流を通して自己理解を促すという

共通‘性があるのではないだろうか。

－２１－
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スタッフ数

予算

地域資源

方法論

連携先

アクセス

その他
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サロン的活動

余暇的活動

就労準備的活動
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表２「居場所」支援の活動内容と本人の変化

｢居場所」支援の中で見られた本人の変化

｢１外出のきっかけ(4)」

｢２受容される体験(3)」

｢３支援者とのつながり(1)」

｢４仲間とのつながり(5)」

｢５対人スキルの向上(3)」

｢７自己理解(5)」

｢２受容される体験(3)」

｢３支援者とのつながり(1)」

｢４仲間とのつながり(5)」

｢５対人スキルの向上(3)」

｢７自己理解(5)」

｢５対人スキルの向上(3)」

｢６生活リズム(3)」

｢７自己理解(5)」

｢８進路(2)」

’

、握砺露図冨西画匪

:’

合計ラベル数

2１

1７

1３

０２０４０６０（％）

図１センターの「居場所」支援を妨げる要因

者との交流を通して「対･人スキルの向上」を図りながら

｢自己理解」を促すという共通性が見られ，青年期・成

人期の重要な課題であることが示唆された。

このように「居場所」では支援者にとって社会化への

流れを見越した支援が行われていることが想像できる。

また，これらの活動内容と，「表１「居場所」支援を行

うことで見られた変化｣を比較してみると『表２｢居場所」

支援の活動内容と本人に見られた変化』のようになる。

｢居場所」支援においてはサロン活動が最も多いことが，

利用者の変化からも読み取ることができる。しかし利用

者は「居場所」で何を感じているのだろうか。自己肯定

感が低く，意欲が低下している利用者にとっては，現状

の自分と向き合うだけで精一杯であろう。

３）利用者のニーズにより変化する「居場所Ｉ

上述したように，「居場所」支援には利用者の社会化

を読み取ることができる。そうした変化の中で利用者の

ニーズも変わって行くことも予想される。「居場所」支

援の形態も,利用者が変化していく中で「サロン的支援」

から「余暇的支援｣，「就労準備的支援」へと変わって行

くことが示唆された。「居場所」支援の３つの形態には，

表ｌに示したように「自己理解」と「対人スキルの向上」

に関する変化がみられた。「居場所」支援の根底には他

4）センターの「居場所」支援を妨げる要因

「居場所」支援へのニーズは多く，６割弱のセンター

が「居場所」支援の必要性を感じている。しかし，何ら

かの「居場所」支援を行っているセンターは42.9％と限

られていた。

そこでニーズは多いながらも，「居場所」支援が妨げ

られている要因は何かを聞いてみたところ，図１のよう

な結果であった（複数回答)。６割近くがスタッフ数を

要因として挙げている。次いで地域資源不足と予算が

－２２－
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所」支援に取り組んでいるセンターは，既存のセンター

の条件整備を前提にすれば，他機関での支援の実施を半

数以上のセンターが期待している。

上記のように他機関の支援に期待する背景には，各地

域に何らかの関係機関が存在しているという認識がある

と思われる。しかし，センターは地域の関係機関に積極

的な可能性を必ずしも見出しているわけではない。セン

ターの専門‘性が地域の関係機関に関与し、地域全体の支

援の輪を広げていくことも必要とされる。

40％あまりである。さらにグループ支援のノウハウと連

携先スタッフの専門性が３割前後である。センターが本

格的に「居場所｣支援を展開するには,「スタッフ数｣,「地

域資源｣，「予算」などの基本的条件の整備が必要である

ことが示唆された。多くのセンターは「居場所」支援の

必要‘性を感じていながらも限定的な支援しか提供できて

いない現状が浮かび上がっている。

５）「居場所」支援を行うべき機関

アンケートで『発達障害者支援センターが「居場所」

支援をすべき』だと回答したセンター（１１ヶ所）が,｢居

場所」支援を行うための課題だと指摘した事項は，「ス

タッフ数」ならびに「連携して支援を行う機関」が共に

72.7％であり，「予算の充実」が63.6％であった。「居場

所」支援を妨げている要因と同様に，「スタッフ｣，「連

携先｣，「予算｣，など，基本的条件の整備が課題として

提示された。発達障害者支援センターの根拠となってい

る発達障害者支援法は，理念法としての』性格が強く実際

の支援を導き出せるものでない｡そのため,こうしたハー

ド面での課題が多く挙げられる傾向となったのであろ

う。つまりこれらのことは発達障害者支援センターの機

能・役割に，「居場所」支援が位置づいてないことから

来る課題だと思われる。現状ではセンターが十分な「居

場所」支援を出来るとはいいがたい。ではどのような機

関が「居場所」支援すべきなのだろうか。次に、どのよ

うな機関が「居場所」支援をすべきかを，センターに尋

ねてみたところ，「他の福祉機関等が行うべき」が

47.6％，「当事者団体が行うべき」は７．１％であった。併

せて，他機関が行うべきだと考えているセンターは

54.7％であった。一方，「センターの体制を充実させて

行うべき」と考えているセンターは26.2％だけであった。

センターＡにおいても，他障害を支援している機関が，

発達障害にも支援の幅を広げることで対応できる部分が

あるのではないかという意見が挙げられていた。「居場

４°まとめ

1）「居場所」支援の３形態における共通性

調査結果から，全国の発達障害者支援センターで取り

組まれている「居場所」支援は，サロン的活動，余暇的

活動,就労準備的活動の３つの形態に分類された。また，

どの活動においても「自己理解」が深まり，「対人スキ

ルの向上」が示唆された。「居場所」支援の根底には，

他者との交流を通して自己理解を促すという共通‘性があ

るのではないかと推測された。滝吉美知香・田中真理

(2009）らは「ある青年期アスペルガー障害者における

自己理解の変容」3)において,他者とのコミュニケーショ

ンのなかで自己と他者の差異や類似‘性に気づくことで，

自己と他者を相対化し，幅広い視点を獲得しうることを

示唆している。「居場所」においても，他者とのコミュ

ニケーション通して同様に自己理解が促進されうるので

はないだろうか。

２）「居場所」における利用者のニーズ

表１から「居場所」支援には利用者の社会化を促す方

向'性が見受けられるが，利用者自身は必ずしも社会化の

ニーズを自覚化しているわけではない。

「居場所」支援へたどり着いた利用者の多くは，これ

までの社会で負の体験を通して否定的な自己像を形成し

ていることが予想される。田中弘美（2010）も「青年期

を迎えた軽度発達障害者の現状と課題」において，大人

になってから相談に来る発達障害者に二次障害が発生し

てしまいがちであることを示唆している4)。そのため，

発達障害者自身は積極的に社会と関わり合いたくはない

と思っていることの方が多いだろう。センターＡでの

聞き取りの中でも，「久しぶりに笑っている（息子の）

顔を見た｡」と喜びをもらす保護者もいた。そんな時に

社会化の方向を早急に示すことは，利用者がますます社

会に対し萎縮することにもなりかねない。

自己肯定感が低い利用者が社会化の流れへと目を向け

表３「居場所」支援をすべき機関

－２３－

『居場所」支援すべき機関センター数（％）

行うべき

他の福祉機関等が行うべき

当事者団体が行うべき

センターの体制を充実させて
1１ 26.2

47.6

7.1

19.0

即
３
８その他
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るには,受容的な体験を通して他者と関わることにより，

否定的な自己像を肯定的な自己像へとつくり替える作業

がぜひとも必要になる。今回の調査で「居場所」支援に

おいてサロン的支援が多い傾向が見られたが，これは利

用者のペースに合わせた長期的な見通しのもとでの支援

が必要だということが何より重要であることの査証とい

えよう。

３）センターでの支援の限界

発達障害者支援センターの多くは「居場所」支援の必

要性を感じ，４割あまりのセンターが「居場所」支援を

実施している。しかし，発達障害者支援のなかに，「居

場所」支援が位置づいていない現状ではセンターの取り

組みには限界がある。地域のＮＰＯ等がセンターとの連

携の中で支援を担うといったことも可能性として検討さ

れるべきと思われる。

さらに，今後，発達障害者支援のなかに，「居場所」

支援を積極的に位置づけていくためには，センターの機

能や条件の検討が必要となってきている。具体的には，

｢居場所」支援を青年期・成人期の「発達支援」として

捉えていくことも検討されてよいだろう。

４）今後の「居場所」支援

本調査において,「居場所｣支援の形態や課題とともに，

さまざまな運営形態も示唆されている。以下に，本調査

で示された３つの「居場所」支援モデルを紹介する。

１つ目は，発達障害者支援センターが「居場所」支援

を担う場合である。発達障害者を支援する専門的機関で

あり，「居場所」支援を行う専門性にも期待できる。し

かし，センターは各県にひとつしかない場合が多く，利

用者の生活する地域とは離れている場合もあるため，利

便性やアクセスは必ずしもよくはない。

２つ目は，地域にあるＮＰＯなどが直接支援する場合

である。これは，地域により支援機関数の格差があるも

のの，利用者が生活する地域で気軽に支援を受けられる

メリットがある。しかし，発達障害に対する専門性は機

関により差があり，支援内容にもばらつきがあると思わ

れる。

３つ目は，他の障害を支援している既存の機関で，発

達障害へも支援を拡大する場合である。これも，２つ目

－２４－

のＮＰＯ等が支援する場合と同じように，利用者が，生

活する地域において気軽に支援を受けられるなどのメ

リットがある。しかし、さまざまな人が利用するため，

発達障害者にとって利用しやすい環境で運営されている

とは限らない。

これら３つの「居場所」支援モデルは，過渡期的現状

の中，少ない資源を活用しながらの支援スタイルである

ことがうかがえる。今後は，青年期・成人期の発達障害

を支援する資源の拡充とともに，「居場所」支援も発達

障害者への支援の中に積極的に位置づけられることが期

待される。さらに，今回の調査で見出された「居場所」

支援の意義が，各地域において「居場所」支援する際の

根拠を補強し，利用者が身近な地域において気軽に支援

にたどり着ける体制が整うことが望まれる。
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